
R6.4.1介護報酬改定 

重要事項説明書（居宅介護支援事業） 

 

 あなたに対する居宅介護支援事業の提供開始にあたり、厚生労働省令第３７号第８条に基づい

て、当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

 

 

１． 事業者概要 

事業者名称  社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会 

主たる事務所の所在地  山口県山口市緑町２番１１号 

法人種別  社会福祉法人 

代表者名  支部長  津江 和成 

電話番号 ０８３－９２４－６３３８ 

 

   介護保険法令に基づき       各事業所につき介護保険法令に基づき山口県 

   山口県知事等から指定を     知事等から指定を受けている居宅サービスの種類 

   受けている事業所名称 

       （指定番号） 

  済生会山口地域ケアセンター  居宅介護支援事業 

   在宅複合型施設やすらぎ   

   居宅介護支援事業所 

  （山口市 3570300016号） 

   済生会山口地域ケアセンター   訪問介護事業 

   在宅複合型施設やすらぎ 

   ヘルパーステーション 

  （山口県 3570300263号） 

  済生会山口地域ケアセンター    通所介護事業（通常規模型） 

   在宅複合型施設やすらぎ 

   デイサービスセンター朝倉 

  （山口県 3570300289号） 

   済生会山口地域ケアセンター    訪問看護事業 

   在宅複合型施設やすらぎ 

   訪問看護ステーション 

   （山口県 3560390001号） 

   

 

２. 利用事業所 

 利用事業所の名称  済生会山口地域ケアセンター在宅複合型施設やすらぎ 

 居宅介護支援事業所 

 指定番号  山口市 3570300016号 

 所在地  山口県山口市朝倉町４番５５－６号 

 電話番号  ０８３－９２４－６６１４ 



 

3. 事業の目的と運営方針 

事業の目的  利用者の心身に状況、生活環境に応じて、利用者の意向に基づ

き、居宅サービス計画等を作成するとともに、適切な介護サービス

が確保されるよう、サービスの連絡調整を行う。 

運営の方針 １． 利用者が要介護状態等になっても、能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう協力・援助する。 

２． 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った

援助を行う。 

３． 利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は事業

者に不当に偏することのないよう、公平中立に行う。 

４． 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要

な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する

等の措置を講じる。 

 

 

４． ご利用事業所の職員体制 

職  種及び職務内容 員 数   勤務の体制 

管理者  

 

１人 

常勤専従 

日 勤（午前８時３０分～午後５時１５分） 

 

 

１.従業員の管理及び業務の管

理を一元的に行う 

２.従業員に法令等を遵守させ

る為に必要な命令を行う 

介護支援専門員  

6人以上 

常勤専任 4名以上、兼務 2名 

日 勤（午前８時３０分～午後５時１５分） 

 

1.居宅介護支援業務を行う 

 

５． 営業時間 

営業日 月曜日から金曜日 

（但し、国民の祝日 及び盆休、正月休 創立記念日を除く） 

営業時間 平 日 午前８時３０分から午後５時１５分 

営業日・営業時間以外でも電話連絡・相談をお受けします。 

６． 通常の事業の実施地域 

山口市の区域 

 

 

７． 提供するサービス（居宅介護支援）の内容とその提供方法 

１） 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成と各サービス提供事業者との連絡調整 

  居宅サービス計画の原案作成に際しては、ご利用者とともに、ご利用者に必要な援助を考え、

サービス担当者会議などを開催して計画を作成します。また、各サービス利用に関する事業者

との連絡調整をいたします。サービス担当者会議については、テレビ電話装置その他の情報通

信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができますが、利用者又はその

家族（以下この号において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等

の活用について当該利用者等の同意を得ます。 



 

 

 ２） 公正中立なケアマネジメントの確保 

   利用者とその家族は、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について複数の事業 

所についての紹介及び当事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが出来ます。 

又前六月間に当事業所において作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所

介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計

画の数が占める割合並びに前六月間に当事業所において作成された居宅サービス計画に

位置付けられた訪問介護訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護ご

との回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によ

って提供されたものの占める割合等につき、説明をおこないます。 

３）サービスの実施状況の把握及び評価 

    １ヶ月に１回以上、担当の介護支援専門員が利用者の自宅を訪問、または連絡し、サー

ビスの内容が適切かどうかについて、相談をお受けします。 

又人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの

質の向上の観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器

を活用したモニタリングも可能です。 

ア． 利用者の同意を得ること。 

イ． サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関

係者の合意を得ていること。 

ⅰ 利用者の状態が安定していること。 

ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること（家族のサポートがある

場合も含む）。 

ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサ

ービス事業者との連携により情報を収集すること。 

   ウ．少なくとも２月に１回は利用者の居宅を訪問すること。 

４）給付管理 

  介護保険を使って受けられるサービスについて、実際にサービスが受けられる範囲やサービ

スの種類などについて調整し、またサービスが居宅サービス計画に基づき提供されているかなど

を確認し、毎月保険の給付管理表を作成し、山口県国民健康保険団体連合会に提出します。 

５）要介護（要支援）認定申請等に対する協力、援助 

    利用者の要介護認定、要支援認定の更新申請及び身体の状態の変化に伴う区分変更

の申請が円滑に行われるよう必要な協力、援助を行います。 

６）相談の対応 

  利用者からの相談、要望、苦情等について、窓口を設け誠意をもって対応し、今後のサー

ビスの充実に活かします。  

 

 

８． プライバシー（個人情報）の保護 

    当事業所はサービスを提供する際に、利用者や家族に関して当事業所が知り得た情報に

ついては、サービス担当者会議などのご利用者へのサービス提供のために必要な場合を除

き、他に漏れないようにします。 

 

 

 



９． 利用料金等 

 

１）利用料 

    介護保険が適用される場合は、全額介護保険から給付されますので、利用料を支払う必

要はありません。 

    ただし、利用者が保険料の滞納等により保険が支払われない場合は、１ヶ月につき要介

護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所が発行する指定介護支援事業提供証明書

をもって、差額の払い戻しを受けていただくことになります。 

      1 ヶ月あたりの料金（厚生労働大臣が定める基準額）  

要介護１・２の場合、15,070円  要介護３・４・５の場合、18,320円 

(特定事業所加算のⅡの 4,070円を加算させていただいています。) 

   運営基準の減算要件に該当する場合 

（居宅介護支援業務が適切に行われていない場合） 

① 基本料金の 50％ ② 所定単位数を算定しない。 

加算について 

・初回加算           初回に限り 3.000円 / 月 

・入院時情報連携加算          （１）2500円 / 月（２）2000円 / 月 

  入院時、利用者及びその家族は、担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機  

関に伝えて下さい。 

 

・退院・退所加算  

 カンファレンス参加 無 カンファレンス参加 有 

連携 1回 (Ⅰ)イ.4500円/回  (Ⅰ)ロ.6000円/回 

連携２回 (Ⅱ)イ.6000円/回 (Ⅱ)ロ.7500円/回 

連携３回     × (Ⅲ） 9000円/回 

   ・通院時情報連携加算                500円 / 月 

（１月に１回の算定を限度） 

・緊急時等居宅カンファレンス加算           2000円 /  回 

・ターミナルケアマネジメント加算          4000円 / 月 

・看取り期におけるサービス利用前の相談、調整等に係る評価として基本報酬の算

定を行う場合があります。 

２）解約料 

    利用者の都合により解除された場合、下記の料金が必要となる場合があります。 

契約後、居宅サービス計画の作成段階途中で解除した場合： 

15,070円または 18,320円 

 

 

 

１０．利用料、諸費用の滞納について 

利用料、その他の諸費用の支払いについて、支払い期日から遅延し、さらに支払いの催促

から３０日以内にお支払いがない場合、契約を解除した上で、未支払い分をお支払いいただくこ

とがあります。 

 

 

 



１１．契約の終了 

 １ 利用者は、事業者に対して、いつでもこの契約を解約することができます。 

２ 事業者は、やむをえない事情（カスタマーハラスメントなど）がある場合この契約を

解約することができます。この場合、事業者は、当該地域の他の指定居宅介護支援事業者

に関する情報を利用者に提供します。 

３ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

１）利用者が介護保険施設に入所した場合 

２）利用者の要介護認定区分が非該当（自立）と認定された場合 

３）利用者が死亡した場合 

 

１２．介護支援専門員の変更 

  担当の介護支援専門員の変更については、お気軽に当事業所にご相談下さい。 

 

 

１３．苦情申立窓口 

  次のことについて、相談や苦情がございましたら、遠慮なくお申し出下さい。 

１） 当事業所が提供するサービスについて 

２） 居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについて 

居宅介護支援事業所の管理者が対応いたします。 

 居宅介護支援事業所 管理者 宮原 真子    電話  083-924-6614 

 

やすらぎ相談窓口 

 

山口市朝倉町 4-55-6 

 

山口県済生会 

苦情解決第三者委員 

利用期間  平 日 午前８時３０分～午後５時１５分 

         ご利用方法  電話  ０８３－９２４－６６１４ 

苦情解決責任者   所長   中村 洋 

苦情・相談窓口担当 施設長 河村 靖則  

 

金子 ふさえ 083-924-9498 

松永 俊夫  083-928-3141 

山口市役所介護保険課 

山口市亀山 2-1 

利用期間  平 日 午前８時３０分～午後５時１５分 

利用方法  電話  ０８３－９３４－２７９５          

山口県国民健康保険 

団体連合会 

山口市朝田 1980-7 

利用期間  平 日 午前８時３０分～午後５時１５分 

利用方法  電話  ０８３－９９５－１０１０ 

                       

 

 

１４．事故発生時の対応 

 １）利用者に対する居宅介護支援事業の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利

用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

２）利用者に対する居宅介護支援事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行います。 

３）事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます 

 

 

 



１５．虐待防止に関する事項 

   事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の 

必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ 

とができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者 

に周知徹底を図ります。 

（２）虐待防止のための指針の整備 

（３）虐待を防止するための定期的な研修の実施 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

 

二 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高 

齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、 

速やかに、これを市町村に通報し、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努

めます。 

 

１６．業務継続計画の策定等 

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護 

支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図 

るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従 

い必要な措置を講じます。 

 

二 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修 

及び訓練を定期的に実施。 

 

三 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の 

変更を行います。 

 

１７．衛生管理等 

 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措

置を講じます。 

（１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備。 

（３）事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修

及び訓練を定期的に実施。 

 


